
別表 ［ユニバーサルコネクト 閉域接続サービス Ｄタイプ］ 

 

１．ネットワークサービスの提供 

 当社（以下「乙」という）は、ネットワークサービス利用者（以下「甲」という）に対し、第４項記載のネットワークサービス（以下「本ネットワー

クサービス」という）を提供します。 

 

２．ネットワークサービスの概要 

 本ネットワークサービスは、複数の甲設備間を、アクセス回線、アクセスポイント、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信回線およびＦＥＮ

ＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備で接続することにより、甲が、移動無線機器よりＦＯＭＡパケット網を利用したパケット交換方式による電

気通信回線を用いてデータ通信を利用できるようにするネットワークサービスです。  

 

３．ネットワークサービス提供の前提条件 

 （１）別途甲と乙の間において「ユニバーサルコネクト  基本サービス」の提供に関する契約がなされているものとします。  

 （２）甲は、自己の責任と費用負担で本ネットワークサービスを利用するために必要となる甲設備を用意するものとします。  

 （３）乙は、ネットワークサービス用電気通信設備の安定稼働のために、本ネットワークサービスにより行われる電気通信を調査することがあります。

乙は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる乙所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等

により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。また、乙は、甲が乙所定の基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させること

により、ネットワークサービス用電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用または運営に支障を与える場合には、本ネットワー

クサービスの利用を制限することがあります。 

 

４．ネットワークサービスの内容 

 （１）初期サービス 

  乙は、接続サービスを利用できるようにするために、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備およびＦＥＮＩＣＳネットワークサービス

用電気通信回線に対して、乙所定の準備作業を行うとともに、甲に対し移動無線機器およびＳＩＭカード（ＳＩＭ利用料一括型においてはＳＩＭカー

ドのみ）を貸与します。甲は、本ネットワークサービスの利用期間中、乙から貸与された移動無線機器を善良な管理者の注意をもって管理するものと

します。また、 甲は、本ネットワークサービスの終了時には、移動無線機器およびＳＩＭカードを乙に返却するものとします。なお、本ネットワー

クサービスの初期サービスには、端末利用料一括型、端末利用料月額型およびＳＩＭ利用料一括型があります。端末利用料月額型初期サービスを契約

した場合には、端末利用サービスの契約を行うものとします。  

 （２）端末利用サービス 

  乙は、甲が端末利用料月額型初期サービスを契約した場合に、甲に貸与する移動無線機器の利用料を、契約期間内で利用月毎に甲より収受するもの

とします。 

 （３）予備機準備サービス 

  乙は、乙の責によらない移動無線機器の故障または損壊により、本ネットワークサービスが利用できない状態になった場合に備え、あらかじめ予備

の移動無線機器を甲に貸与します。甲は、本ネットワークサービスの利用期間中、乙から貸与された予備の移動無線機器を善良な管理者の注意をもっ

て管理するものとします。また、甲は、本ネットワークサービスの終了時には、当該予備の移動無線機器を乙に返却するものとします。なお、当該予

備の移動無線機器には、ＳＩＭカードは付属しないものとし、甲は、故障または損壊した移動無線機器のＳＩＭカードをこれに差し替えて使用するも

のとします。 

 （４）接続サービス 

  乙は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの提供する「ＦＯＭＡ通信サービス」において提供されるＦＯＭＡパケット網をアクセス回線として本ネ

ットワークサービスの全部または一部を提供します。  

 
 

       品  目  

 

内  容  

 

 定額プランサービス  

 

 甲設備への伝送方向について最大７．２Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向については最大５．７Ｍｂｐｓまで

の符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス  

 

 プラン１００サービス  

 

 甲設備への伝送方向について最大７．２Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向については最大５．７Ｍｂｐｓまで

の符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス。なお、乙は、料金月毎に、基本利用料に

加え、本契約において甲乙間で契約されるプラン１００サービスに基づき提供されるＳＩＭカードの挿入されてい

るすべての移動無線機器にかかわるデータ送受信量の合計（以下「実送受信量」という）が、当該すべての移動無

線機器の基本利用料に含まれるデータ送受信量の合計（以下「基本送受信量」という）よりも大きい場合には、実

送受信量から基本送受信量を差し引いたデータ送受信量に応じた超過料を加算して、甲より収受するものとしま

す。 

 

 定額ダブルプランサービス  

 

 甲設備への伝送方向について最大７．２Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向については最大５．７Ｍｂｐｓまで

の符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス。なお、乙は、料金月毎に基本利用料に加

え定額ダブルプランサービスに基づき提供される個々のＳＩＭカードの挿入されている移動無線機器にかかわるデ

ータ送受信量（以下「実送受信量」という）が、当該移動無線機器の基本利用料に含まれるデータ送受信量（以下

「基本送受信量」という）よりも大きい場合には、実送受信量から基本送受信量を差し引いたデータ送受信量に応

じた超過利用料を加算して、甲より収受するもとします。ただし、実送受信量が乙の定める超過上限送受信量を超

えた場合には、超過上限送受信量を実送受信量とみなして超過料を算定するものとします。  

 

 （５）代替機提供サービス 

  乙は、甲が乙から貸与された移動無線機器が故障または損壊した場合には、代替の移動無線機器を貸与します。なお、代替の移動無線機器の提供は、

乙による移動無線機器の故障・損壊状況の確認後とします。  

 （６）ＳＩＭ再発行サービス 

  乙は、甲が乙から貸与されたＳＩＭカードを損壊または紛失した場合には、甲の申し入れにより代替のＳＩＭカードを再発行します。なお、損壊の

場合、ＳＩＭカードの再発行は、乙によるＳＩＭカードの損壊状況の確認後とします。  

 （７）利用料プラン変更サービス 

  乙は、甲による定額プラン、プラン１００、定額ダブルプランのいずれかひとつのプランから他のプランへの変更の申込に従い、プランの変更を実

施します。 

 （８）設定変更サービス 

  乙は、甲が希望するＩＰアドレスを移動無線機器に割り当てることがＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備において可能と認めた場合

に限り、甲が希望するＩＰアドレスを利用できるようにするために所定の作業を実施します。  

 

５．提供区域 

 本ネットワークサービスにおけるアクセス回線の提供区域は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの「ＦＯＭＡ通信サービス」の提供区域に準ずるも

のとします。 



６．接続サービス提供時間帯 

 本ネットワークサービスにおける接続サービスの提供時間帯は、２４時間３６５日とします。ただし、利用規約に基づき、乙は、接続サービスの提供

を中断することができるものとします。 

 

７．接続サービスサポート受付時間帯 

 本ネットワークサービスにおける接続サービスのサポート受付時間帯は、２４時間３６５日とします。  

 

８．接続サービスサポート対応時間帯 

 本ネットワークサービスにおける接続サービスのサポート対応時間帯は、月曜日から金曜日まで（祝日および乙の指定する休業日除く）の９時から  

１７時３０分までとしますが、利用停止に関する対応サポートは２４時間３６５日とします。ただし、アクセス回線のサポート対応時間帯は、株式会社

エヌ・ティ・ティ・ドコモのサポート対応時間帯に準ずるものとします。  

 

９．料金月 

 （１）本ネットワークサービスにおける料金月は、毎月２０日締めとし、前月２１日から当月２０日とします。  

 （２）本ネットワークサービスのうち超過料における料金月は、毎月末日締めとし、当月１日から当月末日とします。  

 

１０．甲の中途解約について 

 本ネットワークサービスのうち接続サービスにおいては、利用規約の定めにかかわらず、中途解約料金を以下の金額とするものとします。  

 （１）サービス実施開始日より１年を経過していない時点での中途解約については、１回線あたり２０，０００円  

 （２）サービス実施開始日より１年経過したが基本実施期間内での中途解約については、１回線あたり１０，０００円  

 

１１．サービスの実施期間について 

利用規約の定めにかかわらず、乙は、６か月以上の予告期間をおいて本ネットワークサービスを終了できるものとします。  

 

１２．品目一覧 

 本ネットワークサービスの品目は、以下のとおりとします。  

 
 

品 名 

 

型名 

 

          備 考  

 

支払種別  

 

 単位  

 

 ユニバーサルコネクト 閉域接続サービス 

 Ｄタイプ 端末利用料一括型初期費  

 

ＮＳ２１０００Ｓ 
 

 

 

 

従量料金制（従量払） 
 

 

式 
 

 

 ユニバーサルコネクト 閉域接続サービス 

 Ｄタイプ 端末利用料月額型初期費  

 

ＮＳ２１００１Ｓ 
 

 

 

 

従量料金制（従量払） 
 

 

式 
 

 

 ユニバーサルコネクト 閉域接続サービス 

 Ｄタイプ 端末利用料  

 

ＮＳ２１０００Ｇ 
 

 

 端末利用料月額型選択の場合に契約 
 

 

従量料金制（従量払） 
 

 

式 
 

 

 ユニバーサルコネクト 閉域接続サービス 

 Ｄタイプ ＳＩＭ利用料一括型初期費  

 

ＮＳ２１００７Ｓ 
 

 

 ＬＩＦＥＢＯＯＫ ＨＩＧＨ－ＳＰＥＥ

Ｄ対応無線ＷＡＮモデル専用でＳＩＭカ

ードのみ提供  

 

従量料金制（従量払） 
 

 

式 
 

 

 ユニバーサルコネクト 閉域接続サービス 

 Ｄタイプ 予備機準備費  

 

ＮＳ２１０２０Ｓ 
 

 

 本体のみ ＳＩＭカードは含まない 

 

 

従量料金制（一括払） 
 

 

式 
 

 

 ユニバーサルコネクト 閉域接続サービス 

 Ｄタイプ 定額プラン利用料  

 

ＮＳ２１００１Ｇ 
 

 

 

 

従量料金制（従量払） 
 

 

式 
 

 

 ユニバーサルコネクト 閉域接続サービス 

 Ｄタイプ プラン１００利用料  

 

ＮＳ２１００２Ｇ 
 

 

 １，０００，０００パケット以下の 

利用料を含む 

 

従量料金制（従量払） 
 

 

式 
 

 

 ユニバーサルコネクト 閉域接続サービス 

 Ｄタイプ プラン１００超過料  

 

ＮＳ２１００３Ｇ 
 

 

 １，０００，０００パケットを超える 

利用料（１，０００パケット毎）  

 

従量料金制（従量払） 
 

 

式 
 

 

 ユニバーサルコネクト 閉域接続サービス 

 Ｄタイプ 定額ダブルプラン利用料  

 

ＮＳ２１００４Ｇ 
 

 

 ５０，０００パケット以下の利用料を 

含む 
 

 

従量料金制（従量払） 
 

 

式 
 

 

 モバイルＰＣアクセス 閉域接続サービス 

 Ｄタイプ 定額ダブルプラン超過料  

 

ＮＳ２１００５Ｇ 
 

 

 ５０，０００パケットを超えて 

２００，０００パケットまでの利用料 

（１，０００パケット毎）  

 

従量料金制（従量払） 
 

 

式 
 

 

 ユニバーサルコネクト 閉域接続サービス 

 Ｄタイプ 代替機提供費  

 

ＮＳ２１００８Ｓ 
 

 

 

 

従量料金制（従量払） 
 

 

式 
 

 

 ユニバーサルコネクト 閉域接続サービス 

 Ｄタイプ ＳＩＭ再発行費  

 

ＮＳ２１００９Ｓ 
 

 

 

 

従量料金制（従量払） 
 

 

式 
 

 

 ユニバーサルコネクト 閉域接続サービス 

 Ｄタイプ 利用料プラン変更費  

 

ＮＳ２１００３Ｓ 
 

 

 

 

従量料金制（一括払） 
 

 

式 
 

 

 

［変更内容］ 

（２０１１年６月１３日）本別表を適用します。 

（２０１７年３月２７日）品目一覧を修正しました。 
 

［凡例］ 

本別表では、以下の略称を用いています。 

 
 

略 称 
 

 

名 称 
 

 

 Ｍｂｐｓ 
 

 

 ｍｅｇａ ｂｉｔｓ ｐｅｒ ｓｅｃｏｎｄ 
 

 

 ＳＩＭ 
 

 

 Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ Ｉｄｅｎｔｉｔｙ 

 Ｍｏｄｕｌｅ 
 

                                                                         以 上 

 

                                                            別表Ｎｏ．Ｎ０２８６ 

 


